
 

人の意識を変えていかなければ、たかが食品ロスといえどもそれが一つ一つが

集まれば大きなロスになって、食品ロスになってくるというふうに思いますの

で、そのあたりは町としても町民の方の啓発しっかりやっていかなければいけ

ないのではないかなというふうに感じます。 

         もう一つ、子どもたちに対する食育教育、環境教育について質問させていた

だきます。先ほど、中学校のほうでは環境をテーマにして研究を進めていると

いうことや、給食センターでの残食がないように給食は食べきろうというよう

な話をされているということでしたけれども、食育または環境教育というとこ

ろで、特に小学校ですね、この給食の時間に栄養士さんとかが訪問をされてい

るのではないかなというふうに思うんですけれども、このあたりで食品ロスと

いうのを子どもたちに教育というか、訴えていくということを考えているかを

お伺いいたします。 

学校給食センター所長  伊藤議員のおっしゃるように栄養士が給食時間の学校訪問をして指導して

おりますが、そのほかに学校での全体朝会があったときに、その残食について

の給食の食べ残しについての栄養指導等、おこなっております。 

         また、給食センターでは子どもたちのほかに保護者に向けて、保護者が開催

している給食の試食会というのがございます。その中でも栄養士のほうから食

品ロスを削減するということで、例えば賞味期限と消費期限の違いであったり、

家庭での料理をつくるときに野菜の切り方、野菜の皮の剥き方、なるべく薄く

剥くということの、食品ロスの削減についても指導のほうしております。それ

は栄養士というか栄養教員が行っていることでございます。 

         以上です。 

   ８  番  最後に一つだけお伺いします。できませんか。１点だけ。 

議     長  座ってください。 

         ここで休憩といたします。再開は11時10分になります。 

（ 10時51分 休憩 ） 

（ 11時10分 再開 ） 

議     長  では、休憩を解いて再開いたします。 

         通告８番、６番議員熊田和人君。 

   ６  番  通告８番、６番議員熊田和人でございます。 



 

         私は１点目、「町長の考える協働とは」。 

         ２点目「運転免許証自主返納について」を質問いたします。 

         大きな１点目として、「町長の考える協働とは」についてですが、町長は協

働のまちづくりということを議員時代からも公約として掲げておりますが、私

が調べた協働の概念を説明いたしますと、構成する要素として目標の共有化、

主体間の並立・対等性の確保、補完性の確保、責任の共有、求同存異の原則確

立が掲げられます。 

         目標の共有化とは、各主体が共有できる目標を設定する。主体間の並立・対

等性の確保とは、協働する各主体がお互いに自主・自立性を確保し、ほかの主

体から支配されない。補完性の確保とは目標が効率効果的に達成されるように、

各主体は能力や資源をお互いに補完し、相乗効果によるより大きな、そして新

たな成果を生み出す。責任の共有とは、複数主体の協働による目標達成活動で

あることから、抱える主体は成果に対してもそれ相応の責任を有する。求同存

異の原則確立とは、協働する主体は能力、資源、ノウハウ、規模、特技などに

おいておのおのであり、考え方や取り組み方も異なるから、その異なる点をお

互いが尊重していかなければ共有目標の達成も効率的、効果的となると解され

ているということでございます。 

         簡単に言うと、地域の課題解決に向けて行政単独では解決できない問題があ

る場合、または町民だけでは解決できない問題がある場合、相互に補完し合い、

ともに協働して課題解決に向けた取り組みということになると、私は解しまし

た。お互いの信頼のもとに成り立っていけるといると私は理解しています。そ

こで次の３点をお伺いいたします。 

         町に目を向けてみますと、主体間の並立・対等性の確保の点から必ずしも対

等とは言いがたい。町長の考えている協働を伺います。 

         ２点目、毎年町内で美化清掃を自治会の裁量で行っているが、今年度からご

み袋が支給されなくなった理由は。 

         ３点目、補助金公募制度について、補助金の配分に偏りがあるように思われ

ますが、御見解をお伺いいたします。 

         大きな２点目といたしまして、「運転免許証の自主返納について」ですが、

昨日も同僚議員の質問もありましたので、重複している部分は割愛していただ



 

いて構わないので、御答弁をよろしくお願いいたします。 

         高齢者の人身事故が頻繁に報道されている中でも、返納が進んでおりません。

４月19日に発生した高齢者による池袋暴走で親子２人が死亡し、10人が重軽傷

を負った事故及び大型連休明けの５月８日には、滋賀県大津市で保育園の園児

の列に車が突っ込み、園児２人が死亡、13人が重軽傷を負った事故がありまし

た。そして、直近では６月４日に福岡市で起きた車６台が絡む多重衝突事故で

２人が死亡、７人が重軽傷の事故がやはり高齢者の運転であったということで

ございました。このような悲しい事故が起きないでも、自主返納が抵抗なく行

える環境を整えていかなければならないと改めて思った次第でございます。 

         神奈川県では、高齢者運転免許自主返納サポート協議会で返納者に対し、さ

まざまな特典を設ける企業の協力を得て、自主返納の啓発を行っております。

町といたしましても、１町だけではなく１市５町または２市８町の広域にて自

主返納の啓発を行って生活に不自由がない社会を構築をしていかなければなら

ない時期にきていると痛感いたしますが、次の２点について伺います。 

         一つ目、返納者の車にかわる移動手段の構築は。 

         二つ目、大井町の企業にも返納者に特典が受けられるような施策は。 

         以上御答弁よろしくお願いいたします。 

町     長  通告８番、熊田和人議員からいただきました一つ目の御質問、町長の考える

協働とはについて、３点御質問がございましたので、順に回答させていただき

ます。 

         まず１点目の「町に目を向けてみると主体間の並立・対等性の確保の点から

必ずしも対等とは言い難い。町長の考えている協働を伺う。」についてですが、

昨今の社会情勢の複雑化や人々の価値観の多様化などにより、高度化した現在

の住民ニーズや地域社会の課題に対し、行政の力あるいは町民の力だけではそ

れらに十分対応できない場合が多くなってきていると感じております。こうし

た状況の中、大井町が住みたい町、住み続けたい町となるように、まちづくり

を進めていくには、行政と町民がさらには産官学民といった多様な担い手がそ

れぞれの特性を生かせば、自主的・自発的に協力し合い、さまざまな課題に取

り組んでいく必要があり、この姿勢こそが私の考える協働の姿であります。 

         協働とはまちづくりの手法であります。「住民ニーズや地域社会の課題に対



 

応する」といった共通の目的に向かって、行政と住民がともに考え行動するこ

とであり、どちらかが一方的に自分の立場や意見を押しつけ、実行していくも

のではありません。しかしながら、全国的には行政主導で進んでいくまちづく

りの例があることも事実であり、経験や立場、価値観などが異なる相手と目的

解決に向かっての協働を推進するためには、従来の枠組みを超えた体制づくり

が必要であると考えております。 

         そうした取り組みの一つとして、町では、まちづくりワークショップである

「みらい創り対話会」を開催しております。この対話会では、多種多様な人材

の交流を深めるとともに、参加者が自発的にまちづくり活動を企画・実施する

ことで、行政主導ではなく、町民との協働による活動を具現化し、地域を盛り

上げることを目指しています。 

         また、協働の効果を高めるに当たっては、行政と町民が情報を共有し、かつ、

まちのあるべき姿をともに描く、「共創、協働のまちづくり」を深化させる必

要があると考えております。 

         そのため、第６次総合計画の策定に当たっては、住民アンケートを実施する

とともに「まちづくり会議」を開催し、多様な意見を伺い、町民ニーズの把握

に努めたいと考えております。 

         また、「自治会担当職員制度」を導入し、自治会と町との連携強化を図ると

ともに、今後、仮称ではありますが「協働推進室」を設置し、自治会を初めと

したさまざまなまちづくり団体の活動を支援し、ネットワーク化していくこと

で地域の課題解決を推進するとともに、こうした活動を通じ、自治意識の高揚

に努めてまいりたいと考えております。 

         次に、２点目の「毎年町内で、美化清掃を自治会の裁量で行っているが、こ

としからごみ袋が支給されなくなった理由は。」との御質問ですが、これまで

自治会が実施する美化清掃に伴い、自治会よりごみ袋の支給の希望があった場

合は、70リットルの指定ごみ袋を提供しておりました。この経緯といたしまし

ては、約15年以上前の話に遡りますが、当時の製造業者の変更に伴い、それま

での製造業者が在庫として保有していたごみ袋を業者より町が譲り受け、それ

を自治会が行う美化清掃に有効利用していただくために配布してきたという経

緯がございます。 



 

         しかしながら、平成29年度にはおおむねそのサイズの在庫も底をつき始めた

ため、平成30年度から現在に至っては30リットルのごみ袋を配布させていただ

いております。 

         よって、御質問では「支給されなくなった」とありますが、以前に比べてサ

イズは小さいものの、美化作業に伴う自治会へのごみ袋の支給は現在でも継続

して行っております。 

         確かに大きなサイズであればまとめる数量は少なくなりますが、その分、１

袋の重量は重くなり、持ち運びや積み荷等のことを考えると一概に便利とも言

い切れないと考えられ、それぞれの自治会が行う作業方法や作業する方々の階

層等によってその利便性は変わってくると思われます。 

         そのようなことも踏まえ、今後、町といたしましては、美化清掃に伴い町が

行っている現在の対応状況を御理解いただくとともに、できるだけ清掃作業が

しやすくなるよう、実施主体である自治会からの声も考慮しながら地域におけ

る環境美化の活動を支援してまいりたいと考えております。 

         次に、３点目の「補助金公募制度について、補助金の配分に偏りがあるよう

に思われるが見解は」についてですが、補助金交付制度は、昭和61年度に「補

助金等交付規則」を定め、住民主体に移行可能な事業について、補助金を支出

することで事業の効率化を図るところからスタートしました。その後も、公平

かつ効率的に実行できる補助金制度とすべく、見直しを図りながら、平成16年

度交付分からは現在の補助金公募制度となりました。 

         また、補助金公募制度では町内での活動実績が１年以上であることを交付要

件としていることから、活動の初期の段階から支援をするため、別に、新たな

助成制度として平成28年度に「地域活動スタートアップ助成制度」を創設し、

さらに補助制度の裾野を広げております。 

         補助金公募制度の目的は、「多様化する町民ニーズへ常に対応するため、公

共の福祉に寄与する各種団体に広く補助制度を周知し、まちづくりの担い手を

育成・支援することにより、行政の透明性と公平性を確保するとともに、町民

参画による地方自治の自主・自立と地域社会の発展を目指す」ことであります。 

         この目的を達成するために、行政への積極的な町民参画を促し、かつ、機会

の公平性を確保するため、毎年８月の広報と町ホームページにて補助金を公募



 

するとともに、広く町民の皆様に補助制度について周知しているところであり

ます。 

         また、行政の透明性・公平性を確保するため、審査委員会による外部評価方

式を導入し、公金の使途について客観的な審査を実施しております。審査委員

会は学識経験者、行政経験者、一般町民の三つの枠から委員を選定しておりま

す。 

         団体ごとの交付金額は、各団体からの申請に基づき、その事業内容や事業規

模などにより決定しているものです。審査委員会では、経費の計上の適切性や

事業の公益性・実効性などの観点で議論をし、審査委員会としての提言を町に

提出していただいております。町は審査委員会の提言を踏まえて予算要望を行

い、当初予算として議決いただいたのちに、各団体へ交付決定及び交付金額の

内示を通知しております。 

         今後も、行政への新たな町民参画を促進し、行政と団体等がそれぞれの強み

を生かした役割を担うことによって、協働の機運がさらに高まることを期待す

るところであり、町としても引き続き事業の充実を図っていきたいと考えてお

ります。 

         続いて、二つ目の御質問、「運転免許証自主返納について」は２点の御質問

をいただいております。まず、１点目、「返納者の車にかわる移動手段の構築

は」についてですが、議員おっしゃるとおり、ここ数年、高齢者の自動車運転

による重大事故が幾つも報じられているところであり、本町においても、今後、

団塊の世代の方々が運転免許証を返納されるであろう５年後、10年後を考える

と、交通弱者の増大は明らかであり、高齢者等の移動手段を確保することは、

本町にとっても今後の重要な課題の一つであると認識しているところでありま

す。 

         現在、本町では、公共交通が充足されていないエリアにおいて、高齢者や交

通手段を持たない町民の足を確保するために、巡回福祉バス「ふれあい悠悠」

を平成19年４月にスタートさせ、現在は、週３日にわたり、それぞれ「里山コ

ース」と「せせらぎコース」を１日に３便ずつ、あわせて６便を、医療機関を

つなぐような形で運行しております。うち５便は、利用者の利便性を考慮して

松田町の一部まで運行の足を伸ばしている状況にあります。 



 

         ここ数年の年間利用者数といたしましては、平成26年度をピークに、減少に

転じておりましたが、平成29年度からは、微増ではありますが、増加に転じて

いる状況でございます。 

         このような現状を踏まえ、既存の福祉バスのあり方や町全体の地域交通につ

いて検討していく必要があると考え、本町にとってどのような地域交通が必要

なのかを、地域の皆様方とともに話し合う場として、昨年度「大井町地域公共

交通会議」を設置したところであります。 

         今年度の事業内容につきましては、「町の現状把握と課題の抽出」に取り組

んでまいります。具体的には、アンケート調査やヒアリングなどを行い、住民

の外出状況や移動手段、ニーズなどを把握し、その結果を整理・分析して、課

題の抽出を行ってまいります。 

         そのデータをもとに、既存の路線等を見直し、運転免許返納者の車にかわる

移動手段も含め、町の実情に合った持続可能な地域公共交通網を構築したいと

考えております。 

         また、新たな交通網を構築する上で、広域連携による課題解決に向けた検討

も必要になってくると考えているところであります。特に松田町においては足

柄上病院があり、また小田急線の新松田駅及び御殿場線の松田駅も有している

ため、松田町に向かうニーズは多いと考えております。先ほど説明したとおり、

既に福祉バスのルートにおいて、松田町まで運行の足を伸ばしているところで

あり、松田町との連携は必要不可欠と考えております。 

         新たな交通網を構築するには、町だけで完結するのではなく、広域的な視点

をもち、近隣市町と連携して地域公共交通を活性化させるよう取り組んでまい

ります。 

         次に、２点目の「大井町の企業にも返納者に特典が受けられるような施策

は」との御質問ですが、議員御指摘のとおり、神奈川県には高齢者運転免許自

主返納サポート協議会が平成21年５月15日に発足しており、運転免許証を自主

的に返納し、運転経歴証明書の交付を受けた方に対し、高齢者運転免許自主返

納サポート協議会の加盟企業等に運転経歴証明書を提示することで、購入商品

の割引や自宅までの無料配送、宿泊料金等施設利用料金の割引などの特典を受

けていただくことができます。 



 

         大井町の企業が運転免許証自主返納者に対し特典を与えるサービスを行う場

合は、高齢者運転免許自主返納サポート協議会に加盟することで可能となるた

め、大井町の企業が神奈川県警察本部へ申請し、神奈川県警察本部が申請に基

づき、その企業が暴力団との関係がないかどうかなどを調査した後に特典等の

サービスを開始することができるとのことでございます。高齢者運転免許自主

返納サポート協議会への加盟は随時行っているとのことでございますので、必

要に応じて町商工会へ情報を発信していく考えでございます。 

         以上、登壇での答弁とさせていただきます。 

   ６  番  確認を取りながら再質問させていただきたいと思います。まず、私、あえて

今回美化作業ですね、地域の。挙げさせていただいたんですけれど、私はこの

美化作業というのはまさしく協働の作業だということと認識しておりますが、

その認識に間違いないでしょうか。 

町     長  間違いありません。 

   ６  番  簡単なというか、同じ思いだと思うんですけれども、あえて質問させていた

だいたんですけれど、その中で並立対等性の観点から、先ほどの町長の答弁で、

一方の意見を押しつけないものであるということを言われました。そして、美

化清掃などのごみ袋の件になるんですけれど、地域によっては年に１回とか年

に２回やられているということも聞き及んでいるんですが、私の住んでいる根

岸上地区に関しましては年２回、春と秋にやられています。そして、４月に行

ったんですけれど、そのときに自治会長が地域、担当部署のほうに、生活環境

課ですか、お伺いしまして、ごみ袋をいただきたいということもお願いにまい

ったら、今までのものはもう在庫がないということで、これからは支給できな

いと。そして、先ほど答弁では30リットルのごみ袋は支給しますという答弁が

ありましたけれど、自治会長がそのときの認識では、もう全て支給はしないと。

30リットルのものをそのとき、30リットルのごみ袋はいただいたんですけれど、

それも在庫が終わったら支給しませんと。あとは自治会のほうで用意してやっ

てくださいということを言われたということを私は聞きました。そのことにつ

いて、事実確認をしたいんですが、いかがでしょうか。 

生活環境課長  生活環境課長でございます。まず、町長答弁にありましたとおり、70リット

ルの在庫が終わってしまったということで、以前からそのものを自治会の要望



 

があればお渡しして美化作業で活用してもらうということで配布しておりまし

た。そのものが終わってしまって、30リットルのものがあるということで、そ

れを要望があればお渡ししているというような状況で、その根岸上の自治会長

さんとのやりとりにおいて、行き違いがあった場合は私のほうからおわびいた

しますが、現在一応そのようなことで、30リットルの袋が要望あればお渡しし

ているような状況でございます。その辺で、各自治会によって、まだ70リット

ルのものを保管している自治会もございます。以前配布したものが残っている

とか、そのようなこともありますので、また山間地域では、30リットルの小さ

いものはまとめて使いやすいと、手に持って運びやすいということもありまし

て、自治会によってそれぞれ、そのごみ袋の要望等、また違うような記録にな

っております。ですので、現在、町として生活環境課としては30リットルの袋

を御要望があれば配布していくというような状況でございます。 

         以上です。 

   ６  番  事実関係の経緯はわかりました。言葉のちょっと行き違いということで認識

が違っていたのかなということも理解いたしましたが、そもそもの町の考え方

をお聞きしたいんですけれど、今要望があればお渡しすると。要望がなければ

渡さないということを裏を返せばそういうことと思います。しかしながら、協

働でもお互いを信頼の中で行っている作業と私は理解しているんですけれど、

それが申し入れがあったから渡すとか、渡さないとか、それは私はちょっと違

うんじゃないかと。そもそも協働で行っている作業というのは住民は労力は提

供しましょう。そして、行政が、本来だったら行政がやんなきゃいけないこと

ですよ。道水路、町の官地を美化清掃してんですからね。それを町のほうは金

額的負担をしましょうということでお互いがお互い、その資源を出し合って作

業を行っているということを私は理解しているんですけれど、でも、どうも聞

いていると町側は出すものは余り出したくないと。言われれば出しますけれど

言われなきゃ出しませんよという、そういうふうに聞こえるんですけれど、そ

ういうことではないと思うんですけど。ちょっと町長の見解を聞きたいんです

けれども。 

町     長  いや、ほんとそうです。熊田議員の言うとおりかもしれません。が、しかし

よく冷静に考えてほしいのは、お互いの役割を果たすというのは自主的にやる



 

というのはそもそも原則ですので、そのごみ袋が、そういっちゃ失礼ですけど、

ごみ袋でこれぐらいもめるのかというくらいの気持ちもありますけれども、大

事なことですけどね。お金かかりますから。ですが、ごみ袋、そもそも町が最

初に支給した経緯、私は十分知っていませんけど、これを答弁するに当たって

聞いたことなんですけど、たまたま余っていたからあげたということなんです

よね。たまたまもらっていたから今度からずっともらえるのかというのもそう

いった論法もいかがなものかとも思いますし、その辺はお互いに話し合いの中

で何もこんな一般質問するほどの問題でもないのかなと私は思うんですよ。ね。

今までもらって何でくれないの、こんなわけです、じゃあどうしましょうか。

町も多少は町としてやれることはやらなきゃいけないんですよねとなれば、じ

ゃあ、今度は予算立ても必要になりますよね。町の場合はね。そういった意味

合いも出てくるんで、その辺はしっかり話し合いの中でやっていけばいいこと

であって、やれることを互いの力を出し合いましょうという部分で、下水道と

かそういったもの、水路とかそういうのは町のほうがやるべきだという、そう

いったこの決めつけ方はそもそも協働にはそぐわない考え方だろうと思います。

もちろん、行政としてやらなきゃいけないことですけれども、それを皆さんに

御理解いただいた中でお互いにできることをやりましょうということで、町は

何も町だけのために町があるわけではないんですよ。町民みんなのために町が

あるんですから。そういった意味ではお互いに協力し合う。そして、町や行政

としての役割をしっかり果たす。それぞれの役割を果たして、本来なら町民が

全部やってもいいくらいなんですけど、そうはいかないだろうし、お金もかか

ることだから、行政の力、行政の皆様の税金をいただいてやっているんで、そ

の税金を上手に使いこなして目的を一つに向かった目的を達成するために協働

のまちづくりをやりましょうというのが私の考えです。 

         以上です。 

   ６  番  全く、私、今の御回答というのは納得できないんですけど、まず、この一般

質問にごみ袋云々の質問すべきでないと、今おっしゃいましたけど、私は協働

ということに対しての、ある一例でごみ袋を出したんですよ。そこを間違えな

いでいただきたい。私はごみ袋の方を審議しているわけじゃないんですよ。あ

くまでも、あなたの考える協働というものが、私の考えている知られた協働と



 

どのように違うのかというのを議論したいんですよ。まず、そこを認識を改め

ていただきたい。 

町     長  改めません。 

   ６  番  わかりました。それで、並立対等性ということに関するんですけれど、今課

長の、町長の答弁で15年前に余ったものをずっと支給し続けたという経緯は私

も初めて聞きました。当然、町民の方も御存じじゃないと思います。そういう

ことは。今まで15年も前から支給されていたということは、当然町で購入して

配っていたという認識をもっているはずです。そこは、しっかりと説明をして

納得していただいての話だと思うんですよ。あくまでも対等並立じゃないです

よね。勝手にこういうふうに条件はなっていたんだから。もう打ち切りますっ

て。それって本当に協働なことなんですかね。いかがでしょうか。 

町     長  はい。その事点は私も許可します。しっかりとその辺は町が説明しなきゃい

けなかったと思います。誤解を与えるようなことは行政としてはやってはいけ

ないと思っております。そして、忘れちゃった、さっき何か言おうと思ったん

ですけど。納得しませんって私言いましたよね。あれですよ。熊田議員の言っ

ていることはしっかり共通認識をもっているなと思います。ただ、その問題の

出し方がごみ袋という一つの切り口を出したかもしれませんけれども、受け取

る側としてはごみ袋として問題を捉えざるを得ないんです。先ほど、協働の概

念というか考え方を答弁でも言いました。全く同じだったろうと私は思ってお

ります。その認識は共通しているものと思います。その共通の中において、ご

み袋の問題を出されて聞かれると、何もそんなにこんなに大切な話をしようと

しているのに、この話かというのは私の率直な思いでありまして、言っている

そういうことを言っているんじゃないよといった意味もよくわかります。その

辺を誤解のないように一つお願いしたいと思います。 

         以上です。 

   ６  番  別に誤解しているわけじゃないですね。認識は同じだと思うんですよ。私と

町長も。ですが、町長の思い描いている協働ということを私もはっきりいって、

雲をつかむような形ですよ、今。知らんですよ。そのお考えを職員に同じ認識

をもっていただいているかどうかということはちょっといささか、町長がごみ

袋の件は、とおっしゃいましたけど、一例を出してもやはり私は認識されてい



 

ないと思っているんですよ。また、半年しかたってないというかもしれません

けど、もう私からしてみれば半年たっているんですよね。ですから、町長の公

約、考え方ということはやはり長なんですから。職員にはやはり同じ認識をも

っていただかないと私は町政運営が成り立たないと思うんですよね。その一例

がごみ袋なんですよ。今、申しわけなかったということで謝罪がありましたけ

れど、ごくごくそういう身近なことに対して、そういうことが起きるんですね。

大きな枠に対しては、町民も雲をつかむような形ですから、よくわかんないん

ですよ。そういう身近なことに対して、やっぱり言っていることは全然違うん

じゃないかということで、やはり全然町長の公約と戦略が全然違うじゃないか

といってる方もやはりいるんですよ。実際には。やはりそこは、あなたの考え

方を職員にもっと周知して理解していただかないと私はいけないと思うんです

よね。それは私の考えにはあるんですけれど、それをするかしないかは町長の

御判断にお任せしますけれど。話が戻りますけれど、美化清掃の話にちょっと

戻ってしまうんですけど、そもそも法定外公共物といわれる道水路、そして、

認定外道路も含めてですけど、それは、町の管理でありますから、本来であれ

ば町が関与していかなければならない原則だと私は思っているんですね。しか

しながら、町の水路も含めると、何百キロになってしまうと思うんですよね。

それを、行政が関与しているというのは私はやはり不可能だと思っております

ので、住んでいる町民の方々に管理を少しだけ担っていただきたいということ

もありまして、年何回かの美化清掃を協力していただいていると私は理解して

いるんですよ。その中で、一方的にごみ袋は自治会のほうに30リットルの袋は

支給されるということでありますけれど、今課長がおっしゃったように、そう

いう袋が使いやすいということをおっしゃいました。しかしながら、いざ平場

の、私の地区に関しましては大きいほうが使いやすいんですよ。30リットルの

いただいたもので数がすごくたくさんなったんですよね。ですので、先ほど町

長も美化なんて大した金額じゃないような趣旨の答弁をおっしゃいましたけど、

私も何百万も何千万のものじゃないと思うんですよね。やはり、そこは協働の

観点からもお互いが資源を出し合うという考え方で支給しても私はよろしいか

と、そして、申し入れがあるないにかかわらず支給するべきだと私は思うんで

すけど、改めてお考えをお伺いします。 



 

町     長  はい。お互いの役割、そして信用を出し合うという意味でごみ袋も大切な部

分かと思います。が、これを汲むことは最初のスタート時点からそういう話は

なかったかと思います。あったかなかったということなんで、その辺も含めて

町が検討してそういった美化作業に対して、町がどういうふうに援助をしてい

るんだってことも含めて、ごみ袋が適当で、次また自治会の人もそういうこと

によって助かって、一生懸命力を出し合おうという気持ちになるんでしたら、

そういった方向で町も検討しなければいけない。また、地域によってどういう

大きさがいいとか、どのくらいやろうとか、そういった決まり事をお互いの協

議の中で、自治会の協議の、自治会と市との協議の中でお互いにいい方向に話

を進めていくべきだろうと思います。また、そうさせていただきたいと思いま

す。 

         以上です。 

   ６  番  ぜひ、そのように進んでいっていただきたいと願います。 

         次に、補助金。公募制度の件についてですけど、私、大きな意味でこのこと

もやはり協働の一環かなと思って挙げさせていただきました。違うんでしたら

違うとおっしゃっていただいて構わないですけど、この中で、補助金の配分が

片よりがあるんじゃないかという質問をさせていただいたんですけれど、今回

平成30年まで、31年度交付分を団体の中でいろいろちょっと見させていただき

ましたら、毎年というか、年数が15年、16年たっている団体に対しての審査結

果か査定結果の項目を見ますと、今後引き続き、さらなる活動の充実を期待し、

申請額どおりとしますという文言が全て、ほとんどで、他には申請どおりとし

ますが、交付基準に基づく補助額として交付に際しては基準日の会員数に基づ

く交付としますというような項目が、ほぼ半分ぐらいになっているんですね。

この公募団体の中で、私ちょっと疑問に思うのが、介護福祉課の所管の老人会

関係の団体なんですけど、この団体は公募制の団体にそぐわないんじゃないか

と思うんですよね。私はもう別に審査しなくても、人数によって補助金が出る

というんだったら別に公募しなくてもよろしいかと思うんですけど、いかがで

しょうか。 

企画財 政 課長  おっしゃるとおり、16年の交付分からの公募制度を始めているところでござ

いまして、その時点で対象となった団体が基本となって現在まできております。



 

結果的に、その議員今おっしゃられました選別した担当のほうの具体的に言い

ますと、老人会関係ですね。それに、始まりまして、他の団体につきましても、

当時からずっと同額申請で一度その審査会には挙げてはございますけれども、

詳細にわたる審査は受けてございません。やはりこの団体といいますか、補助

金の目的にそぐわない可能性もございます。やはり、この公募制度に沿った団

体ですね。そこに沿った形で今後検討していきたいなと思ってございます。 

         以上です。 

   ６  番  今言ったちょっと例を出させていただいた老人会関係のところに出すべきじ

ゃないと言っているわけじゃないんですね。この公募制にはそぐわないんじゃ

ないかということなので、誤解がもしあったら、それはちょっと訂正させてい

ただきたいと思いますけれど、今課長がおっしゃったように、やはり見直しさ

れたほうが私はよろしいかなと思いますので、ぜひお願いしたいと思います。

特に、この審査結果の内容に関しましては、当然交付審査委員会のほうで、十

分に審査をされたということを私もわかっておりますので、その意義は当然尊

重しなければいけないと私は思っておりますので、特に減らされたところ何も

つかないところがおかしいんじゃないかということを私言っているわけじゃあ

りません。とにかく、この制度のことに関しましては、やはり見直しが必要な

のかなということで意見をさせていただきました。一つ確認なんですけれど、

昨日にも田中議員のほうが子ども会の関係で、質問があったんですけれど、子

ども会もその会として、この公募制度の団体としては応募すれば認められるも

のなんでしょうか。お聞きいたします。 

企画財政課長  今現在、大井町の子ども会育成者連絡協議会というところから申請がござい

まして、それについては申請どおり審査会の結果をいただいてございますので、

それで予算を計上してございます。それ以外の単位子ども会という意味でよろ

しいでしょうか。それにつきましては、今現在公募制度にはよらないほうがい

いだろうというふうな見解を持って、公募制度の対象外としてございます。も

し、それが必要だというようなことでございますれば、また、個別に御相談に

乗りたいというふうに考えてございます。 

         以上です。 

   ６  番  今まで、このぐらいのことをちょっと出させていただいたかといいますと、



 

やはり、きのうの答弁、質問の中で、会員数もそうなんですけれど、いかに運

営する会費等の問題もやはり少なからず出てきているのかなと思いまして、も

しこういうものが活用できるのであれば、少しは子ども会としての活動も有意

義にできるのかなと思って質問させていただきました。老人会の会もある程度

になれば子ども会も入ってもよろしいんじゃないかなと単純に思っただけなの

で、見直すということであればそれもちょっと難しいのかなと質問させていた

だきました。 

         では、次に、免許証の返納についてお聞きしたいんですけれど、昨日も同じ

ような質問が入りましたので、深くは聞かないんですけれど、一つ答弁でもあ

りましたように、福祉バスのことを少しルートも含めて考えていきたいと、見

直していきたいということを答弁ありましたけれど、私の地区に関してなんで

すけれど、老人会の方がこれも高齢者の運転があるんですけれど、パークゴル

フですね。仲間でやられておりまして、やはり開成町のところまで車で行かれ

るらしいんですね。運転するのははっきり言って、しんどいということで、で

もパークゴルフは続けていきたいと、健康の面も含めまして。そうなると、福

祉バスでパークゴルフまでいってくれれば利用するんだけどなという意見もあ

ったんですね。ですので、そういうニーズにあるところも含めてルートを考え

ていただきたいなというのが一つ。そして、紫水大橋も開通しましたし、開成

駅も急行がとまるようになりましたもので、開成駅のほうにも行かれるような

ルートも考えていったほうがよろしいのかなと思うんですけど、そのような考

えはいかがでしょうか。 

介護福祉課長  福祉バスの関係での御質問ですので、回答させていただきます。現行のルー

トに関しては、先ほどの町長答弁にもございましたけど、週３回の１日６便と

いう形になっております。それで、現状の定期路線型のコースをたどっており

ますけど、ここの延長については現状では考えておりません。といいますのも、

先ほどの答弁の中にもございました地域公共交通会議、この中で実際に今後の

地域交通をどのように考えていくかというところが令和元年度、２年度で結論

を出すというような形でおりますので、その際に、さまざまな町民の方からの

御要望等、先ほども答弁の中にアンケート等、アンケートやヒアリングをする

というようなことがございましたので、そのような形で次期にどのような形の



 

地域公共交通を構築していくかという中で考えてまいりたいと、かように考え

ております。 

   ６  番  ぜひ、よろしくお願いしたいと思います。それで、返納者、返納について昨

日も御答弁ありましたけれど、特に町として何か行動を起こすというか、やる

ことはないと。交通弱者も含めたことも考えていきたいという大まかにはその

ようなことになったと思いますけれど、私はやはりハードとソフトの面をやは

り分けて考えていったほうがよろしいのかなと思っております。ハード面とい

たしましては、そういう今おっしゃった福祉バス等の交通移動手段とか、そう

いうもの。そして、ソフトに関しましては啓蒙啓発ができるんじゃないかと思

っているんですね。啓発、例えば、広報に載せても私はいいのかなと。ホーム

ページに載せてもいいかなと。そのような啓発もしていかなければ、やはりそ

れはだからといって、増えると言うことはないのかもしれないんですけれど、

やはり町として何かしらやっぱりやっていかなければ、これはもう大井町だけ

の問題じゃなくて、日本全国の問題ですので、やはり町も一翼を担うという形

で少しやっていかなきゃいけないかなと私は思っているんですけれど、そのよ

うな考えはありますでしょうか。 

防災安全室長  まさにそのとおりだと思っておりまして、まずはこの免許証自主返納に関し

ましては、高齢者の皆様の免許の返納に対するというか、運転に対する期間と

いうか、そういう気づきですね、そういったものをまず知っていただく。気づ

いていただくということが大事だというふうに思いますので、そういった取り

組みといたしましては、やはりホームページ、それから広報、そういったとこ

ろで周知をしていくというのがまず第一にできるところかなと思います。そう

いった部分は早々にやってもらいたいというふうに思っています。 

         以上です。 

   ６  番  ぜひ、よろしくお願いしたいと思っております。最後に一つだけなんですけ

れど、先ほど神奈川県の県警のほうで自主返納サポート協議会というものがあ

るということを私も調べさせていただきましたが、私今回初めてこういうもの

があるということを、本当に申しわけなかったんですけど、気づいたんですね。

ですので、まず町民の方もこういうものがあること自体がまず知らないのかな

という私は認識をもっていまして、このようなものがあるということもやっぱ



 

り周知をしていっていただきたいなと思っております。きのうの答弁で、町内

にも大手紳士服のお店が対象になっているということもありましたもので、１

件ではありますけれど、そういうのもあるということを周知をしていっていた

だければ少しは心の変化もあるんではないかと。事故が起きてから増えるみた

いなことはやはり避けていかなければいけないのかなと思いまして、少し早い

ですけど、私の質問を終わりとさせていただきます。 

議     長  以上で６番議員熊田和人君の一般質問を終わります。 

         ここで、昼食休憩といたします。 

         再開は13時ちょうどです。 

（ 11時57分 休憩 ） 

（ 13時00分 再開 ） 

議     長  事前に申し上げます。会場内が大分蒸し暑くなっておりますので、上着等を

脱いで各自対応してください。 

         休憩を解いて再開いたします。 

         ここで申し上げます。次の一般質問のため、地方自治法第121条の規定によ

り、選挙管理委員会委員長の出席を求めましたので、御報告いたします。 

         通告９番、14番議員、石井勲君。 

１  ４  番  通告９番、14番議員、石井勲です。 

         本定例会最後の質問者です。大変お疲れと思いますが、御協力のほう、よろ

しくお願いいたします。また、本日は選挙管理委員会委員長さんをお迎えして

おります。御足労おかけしますがよろしくお願いいたします。 

         それでは、通告に従い、１、（仮称）大井中央公園事業の進捗状況は、２、

住民の選挙意識は、の質問事項にて伺います。 

         昨年末の町長就任以来、６カ月になろうとしている。小田町長におかれまし

ては精力的な町政をこなし、町民の期待に応えようと奮闘していられる。自身

の選挙公約で掲げられた、諸課題に対しても政策を実行すべく前向きに進めら

れていることが見受けられます。特に自治会等々の連携を密にする政策におい

ては目に見えてきていると感じております。 

         しかし、町事業の課題は新規政策以外にも継続事業や町民意識の中に幾つか

の見逃せない課題が見受けられます。 


